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告         示 

 

兵庫県告示第437号の２ 

景観の形成等に関する条例（昭和60年兵庫県条例第17号）第21条の22第１項の規定により、景観遺産として

次のものを令和６年兵庫県告示第815号（景観遺産の登録）に追加登録した。 

令和７年５月23日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

北但大震災からの復興を今に伝える「豊岡震災復興遺産」 

１ 登録番号、名称及び所在地 

２ 登録の理由 

地域の歴史と深いつながりがあること、地域特有の構法や意匠形態であることに加え、同じ特徴を持つ他

の建造物等が失われつつあるなど希少価値があるため。 

 

登録番号 名称 所在地 

３―９ こうじゅ舎（旧中源商店） 豊岡市中央町18―８ 

３―10 衣川クリーニング店 同上 

３―11 橋本結納店 同市元町３―18 

３―12 服部本社 同市小田井町13―25 

３―13 つるや 同市千代田町８―23 
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